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【研究論文】

不妊をめぐる社会歴史的背景 とその言説

竹 家 一 美

1,は じめ に

か つて フェ ミニズ ムは、産 む こ とだ けが 「女 の勲 章1

で ある よ うな画 一的 な生 き方 を批判 し、産む か産 まな

いか は女 自身 が 主体的 に選択す べ きで あ り、 それ は産

む機 能 を持 った女 の 「か らだの 自己決 定権 」 であ る と

い う言 い方 を した。 フェ ミニズム は 「産 めな い」女性

の問題 を看過 した、 とい うよ り 「産 めな い」女性 の存

在 にす ら気 づ かな かっ たので ある(宮,1992)。

近 年 の フェ ミニ ズム は、封建 的な 「家」 制度や 「母

性」 イデ オ ロギー に よる子 産み の強制 を共通 認識 と し

て不 妊治療1を 批判 す る。浅 井(1996)は 家制 度 の残 し

た最 も罪深 い こ とは 、女性 に とって結婚 した こ との証

が 「子産み 」で あ り、それ が 「自然」 とい う倫理 とし

て説 かれた ことであ る と指摘 す る。日本人 に とっ て 「自

然」 は最 も抗 い がたい もの であ るため 、それ が子産 み

への抑圧 と して作 用す ると、人工生殖 の 「不 自然」 さ

は捨象 され る。 同様 にそれ は医者側 に も働 き、人工 生

殖 が 「人 の誕 生」 なの か とい う問い を不 問に させ る。

医者 が 強調す る 「不妊 の悲惨 さ」 は、 と りもなお さず

家族 制度 の嫁 の悲惨 さであ る と浅井 は述べ て いる。

柘植(1996)は 、 「イ エ」イデ オ ロギー が薄 らぎつつ

ある今 日で は 「子 を産む ことの強制 」に よる よ りも 「母

性」 に よって女 性 が 自分 自身 を縛 って い る状 況 の方が

不妊 治 療 をめ ぐる問題 と して の根 が深 い と主 張す る。

「女 は子 どもを もって一人前 」で あ るか ら子 どもを生

まなけれ ばな らな い とい う考 えは、社会 か らの圧 力だ

けで はな く女性 の内 な る意識 と して も存 在す るとい う。

同様 の傾 向は 、竹家(2008)に も表れ た。 不妊治 療

を経 て子 どもの いな い女性 た ちは 、 自身 の内 部に形 成

され た母性神 話 に囚わ れて いたた めに母 にな る こ との

みに最 高の価 値 を与 え、それ がで きない 自己 の評価 を

低下 させて いた と述懐 した。 「子 ど もを産 ん で一人前 」

とい う社会 通念 には 、過 半数 が 「反 発は感 じるが同調

す る部 分 もあ る」、自身 の未熟 さを感 じる時 に 「子 ども

がい ないせ いか も しれ ない とふ と思 う」 と語 った。

では なぜ 、不妊 に苦悩 す る女性 た ちは21世 紀 の現在

もなお 、この よ うなイデ オ ロギー に 囚われ続 け るのか。

生殖技術 の進 展は 、子 どもを望 んで も得 られ な い人 々

に福 音 を もた らす反 面、残 酷な 可能性 を拡 大 し続 けて

もい る,な ぜ な ら、 身体的 ・精神 的 ・経 済的 に負担 の

大 きい技術 を施 して も、妊娠 し出産 にまで至 る確 率は

20%弱 で あ るに も関 わ らず 、先 端 生殖 医療 技術 は次 々

と開発 ・応用 されて いるか らだ。女 性 の生 き方 が多様

化 し、子 ども以 外に も 自己実現 の道 が容認 され るよ う

にな った とい うのに 、女 性た ちは なぜ 、心 身 を傷っ け

てま で不妊治 療 を受 ける ことを選 択 す るの か。

この問 い を解 明す る第 一歩 と して 、本稿 では 、わが

国の歴 史 を紐 解 き、不妊 の女性 を め ぐる社 会的背 景や

言説 の検 討 を試み る。「家」にせ よ 「母性 」にせ よ、女

性 た ちを縛 ってい るイデ オ ロギー が あ るとす れ ば、そ

れ らは一 朝一 夕 に生 み出 された もの ではな く、歴 史に

よって培 われ 、民俗 に よって育 まれ てきた もの と考 え

られ るか らで あ る。ただ し 「嫁 して三年 子な きは去 る」

とい う言葉 が示 す よ うに 、不妊女性 は忌避 され隠 蔽 さ

れ る存在 として扱 われ て きた。 それ ゆえ、不 妊女性 の

あ りよ うは歴史 の表面 か らは捉 え難 い かも しれ な い。

しか し、考 えて みれ ば 「子産 み」 と 「不妊 」 は表 裏一

体の 関係 であ る ともいえ る。 したが って 、「産 む性 」と

して の 「普 通」 の女性 をめ ぐる歴 史を辿れ ば 、 自ず と

不妊女性 をめ ぐる状 況 も明 らか に され よ う。 本 来な ら

ば、文化 ・宗教 ・労働 な ど多方 面 か ら女性 史 をみ るべ

き ところで はあ るが、紙 幅の制 限 もあ り、本 稿 では、

特 に、上 述 した 「家 」 と 「母性」 の観 点か ら女性 をめ

ぐる社会 歴 史的背景 とその言説 を検討 して い く。
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2.歴 史にみ る 「産む性 」 と しての 女性

(1)近 世ま で

女性 の中で母 のみ を崇 敬すべ しとす る母性 尊重 思想

は 、既 に 中世 に は一般的 に なって いた。北条政 子(ll57

～1225)が 鎌 倉幕府 の尼将 軍 と して大 権 を握 るこ とが

で きた のは、 夫で ある源頼 朝の跡 を息 子の頼 家 ・実朝

が継 いだ ため であ る。 政子 と同時 代の慈 円が 「女 人入

眼2」を力説 したの も、女人 は母で あ るか ら尊 い、 とい

う考 えに よる もので あった。 子 は親 の命 に従 うもの と

され ていた 当時 、父亡 き後 の母 の存在 は絶 対で あ った。

江 戸時代 、女性 の役 割 は家 の永続 の ために子 を産 み

育 て 、家 業 を助 けて働 くこ とであ った。女性 の公 式イ

メー ジは 「借 り腹 」、っま り 「家 の道 具 」あ るい は 「借

り物」 であ り、要 は、父 系家族 の跡取 りを絶 や さぬ よ

う子 どもを産む 媒体 だっ た(L,ock,1993)。 一 夫一 婦制

で は あったが 、夫が側 室や 妾 を持 つ のは 「跡 継 ぎ」 を

得 るため とい う大義名 分 に よっ て公 認 されて いた。 ま

た 、子 どもの ない家 で は、養子(男 女 どち らで も よく

一般 には成 人
、夫婦養 子 も少な くない)を 取 って跡 継

ぎを得 るこ とが一般的 に行 われ ていた。

この よ うな背 景か ら、 「家」制 度 は 、久 しく 「封 建

遺 制 」 とみ な され て きたが 、近年 の家族 史研 究 に よっ

て 「家 」は 明治 民法の制 定 によ る明治政府 の発 明 品で

あ る ことが 明 らか に され た(上 野,1994)。 排 他 的 な父

系直 系家族 が明治 以前 の武 士階級 に存在 した とい う事

実は認 め られ る ものの 、江戸 時代の武 士 は人 口の3%、

家族 を含 めて も10%程 度 で あ り、残 りの90%の 人 口は

多様 な世 帯構 成の も とに暮 ら してい た とい う。

そ の特権 階級 で あっ た武 家 では、女性 た ちは抑 圧的

な人 生を余 儀 な くされ て い た。 貝 原益 軒 の 『女 大学』

(1710年 に著 され た 『和俗 童子 訓』巻 之五 「教女 子法」

が後 に改修 され 普及 した)に もそ れ は如 実 に表れ てい

る。 益軒 は武 士身分 に属 し、幕藩 制下 の家制 度や 婚姻

制度 を存続 ・強化 させ る立場 にあった ため 、儒者 とし

て の知識 を 中国の書物 か ら取 り入 れ た 「七去 三従 」(子

の な い女 な ど七項 の 離 婚 事 由 と生涯 の 各段 階 で父 ・

夫 ・子 に従 うこ と)の 教 えや 、 「四行 」(婦 徳 ・婦言 ・

婦 容 ・婦功)の 励 行 を説 いた。儒教 の教 えは 、女性 を

所 有 物 と して扱 うこ とを正 当化 させ た。 妊娠 ・出産 は

女性 の身体 に発 現す る ものの、基本 的 に 「家 」に属 す

る事柄 であ る ため、母親 としての責 任や 主体 は問 われ

なかっ た。子 ども、特 に男児 に関す る保 育 ・教 育の権

限 は家 長 あ るいは父 親が握 り、母親 が子 ど もの正式 な

保護者 に な るこ とは認 め られ な かった。

こ うした武 士 階級 を除 くと当時の家族 制度 は、 かな

り柔軟 で地域 差 が あった。 各地 の慣 習法 の 中には母 系

相続や 末子 相続 がみ られ 、状 況 によ っては女性 も財 産

を相続す るこ とが で きた。 男女交際や 結婚 が厳 しく規

制 され る こ ともなか った。ただ し女性 に は、「結 婚 して

子 どもを産 まな けれ ばな らな い」とい う規範 が あっ た。

子 どもを産む ことが女性 の唯 一の存在 理 由 とされ たか

ら、結婚 しない女性 や結 婚 して も子 どもを産む能 力 の

な い女性 の生 存価値 はな い。 「嫁 して 三年 子 なき は去

る」 とい う考 え方 は、儒教 倫理 に基づ く武 士階級 に限

られ てい たわ けで はなか ったの であ る(青 柳,1986)。

(2)近 代

明治 政府 が成 立す る と、学校 教育 に よる賢母 養成 が

目指 された。 女子 本 人のた めでな く、将来 結婚 し子 を

産 み育 て る女 性 に有用 であ るた め行 われ た教育 で ある。

1898(明 治31)年 に公 布 ・施行 され た明治 民法 は、

幕 藩体制 下 の武 士層 で行 われ ていた長 男 単独相続 に基

づ く 「家 」制度 を国家的規 範 とした。 この新 た な民法

の下、女性 の権 利 は以前 よりも封 じ込 め られ 、制 限 さ

れ て しまった。 妻 は夫の 家に入 る もの とされ 、夫 の姓

を名 乗 り、離婚 すれ ば 旧姓 に戻 った。 また 、妻 は無能

力者 とされ、法 律上 の行為 に夫 の許可 が必 要だ った。

妻 も離婚訴 訟 を起 こす こ とはで きたが 、提訴 の原 因に

制限 が設 け られ た。 一方 、夫が妻 を離縁 す る場合 は、

ほ ぼ どん な こ とで も理 由 にな ったが、一 番多 か ったの

は跡 取 りの男児 を産 まな い ことだった(Lock,1993)。

伊藤(1982)に よれ ば 、父系 単独 相続 の 「家」制 度

は、国家 の雛形 と して機能 した とい う。 「家 」は 「万世

一系」の天皇 制 に対応す るもの と して観念 され 、 「家族

国家観 」 のイデ オ ロギーの もとで は、国家 は家 族 の比

喩で語 られ 、家族 は 国家の比 喩で語 られ る。 それ は、

女子 の教育 に も示 され た。国 家は天 皇制家 族 国家 とし

ての認識 を確 立す る と同時 に、明治 民法 に対応 した家

族 を支 え る 「家」 の女 の教育 として、良妻 賢母 主義 の

教育方針 を とっ たので あ る。Sievers(1983)は 、「女た

ちは再 び借 り腹 に戻 った。以前 との違 い は、 これ か ら

は家の ため だけで な く、天 皇 のため に も息 子 を産 まね
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ばな らな くな った こ とだ」 と述べ たが 、女性 が従 うべ

き規範 は 、愛国 主義 を伴い 一層強化 され た とい える。

そ の後 この教 育方針 は 、大正期 の臨 時教育 会議 、昭

和初期 の教 育審議 会等教 育政 策 を検 討す る場 で も引き

継 がれ 、単 に 中等教育 のみ な らず初 等教 育 ・高等 教育 ・

社 会教育 ・家 庭教 育な ど女子教 育全 体 に影 響 を与 え、

第2次 世 界大 戦 の敗 戦後 ま で変 わ る ことはな かっ た。

日清 ・日露 戦争期 を通 じ、政府 は 「国民 統合 」推進

のため国 民の 愛国心 を喚 起 した。 女子 は家 庭内役 割 に

加 えて、 「愛 国心」の酒養 と一定 の社会 的役割 を担 うべ

く教 育 され る。 それ が 「女 らしさ」 を前提 とす る 「良

妻賢 母」 の範 囲に限 定 され た こ とは無 論で あ る。 こ う

した女性 の国家 統合 は、一 方で国 のた めに働 く女性 に

一定 の役 割 を与 えつつ 、他 方では 良妻 賢母 の枠組み を

こえる女 性 を 「男の よ うな女 」=女 性 性 を否 定す る も

の と して排 除 し、それ に よってジ ェン ダー秩序 を構築

す る とい う二重性 を持 って いた(米 田,2002)。

この よ うな時代背 景 のなか 、近代 日本 の女性 史上 の

代表 的論 争 といわれ る 「母性保 護論 争」が始 ま る。1918

年夏 を ピー クに1916～1920年 代 初 め頃 まで続 いた こ

の論 争は 、与謝 野晶 子 、平 塚 らいて う、山川 菊枝 らを

主要 な論者 と して展 開 され た。 三者 の布 置 は一般 的に

は、女性 の経済 的 自立の必 要性 を説 く晶子 対 母 性

と労働 は矛 盾す るとの立場 か ら母性 の 国家保 障=母 性

保護 を主張 す る らい て う、そ して 両者 を女権 主義 と母

権主義 の流れ に位 置づ けた うえで いずれ も一理 あ る と

認めつ つ も、社 会主義 の実 現に根本 的 な解決 を求 めた

菊枝 であ る と理解 され てい る。 しか し、各論者 の 主張

を よ く検 討 してみ る と、論 じられ てい る内容 は極 めて

多様 で あっ た こ とがわ か る。母性 保護 論争 は単純 な 「職

業か家庭(育 児)か 」 の二者択 一論争 で はない。 ここ

で問われ た真 の論 点 は、実 は女性 の 自立 あ るいは解放

とい う視 点 か ら、 どの よ うな国家構想 を持 ち えるか と

い うことだ ったの であ る(米 田,2002)。

与 謝野 晶子 は大 正デモ ク ラシー の影 響 を受 けて論 壇

で婦 人参政 権 、女子 高等教 育 、男女 共学 を唱 えてい た。

男女 平等論 に立 って女性 の経済 的 自立 を重 ん じ、性 別

役割 分業観 を批 判 した。一方 、平塚 らい て うは 『青轄 』

創刊後 、婦 人問題 に関心 を抱 き、やが て出産 ・育児 体

験 を経 てエ レン ・ケイ3の母性 尊重 思想 に傾倒 して い く。

日本 の母性 主義 フ ェ ミニ ズムの代表 と され る平塚 らい

て うの主 張 とは、以 下の よ うな もので あ った。

元来母 は生 命の源 泉 であ って 、婦 人は母 た ることに

よ って 個人 的存在 の域 を脱 して社会 的な 、国家的 な

存在 者 とな るので あ りますか ら、母 を保護 す ること

は婦 人 一個の 幸福 のため に必要 な ばか りでな く、そ

の子 供 を通 じて、全 社会の幸 福 のため 、全 人類の将

来 のた め に必要 な こ となの で あ ります 。(略)子 供

とい うもの は、 た とえ 自分 が 生 ん だ 自分 の子供 で

も、自分 の私 有物 では な く、其 の社 会の 、其 の国家

の もの です 。子供 の数 や質 は国家社 会の進 歩発 展に

その将 来の 運命 に至大 の関係 あ るもので すか ら、子

供 を産 み且 つ育 て るとい う母 の仕事 は 、既 に個 人的

な仕事 で はな く、社 会 的な、国 家的 な仕事 なの です。

(「婦 人公論 」1918年5月 号お よび8月 号)

これ に対 してll回 の出産 で13人 の子 どもを産ん だ

スーパ ー ・マザー 与謝 野晶子 は次 の よ うに反論す る。

私 は子 供 を 「物 」 だ とも 「道具 」 だ とも思 って居な

い。 一個 の 自存独 立 す る人格 者 だ と思 って居 ます。

子 供 は子供 自身の ものです 。(略)平 塚 さんは 「子 供

の数や 質 は国家社 会 の進歩発 展 と、 その将 来の運命

に至大 の関係 が あ る」 と云 って 、国 家主義 者か軍 国

主義者 の よ うな高 飛車 な 口気 を洩 され て居 ますが 、

(略)彼 らは国家 の所 有で無 くて、彼等 が 国家 を自

己の人格 の 中に一体 と して所有 す るので す。

(「太 陽」1918年11月 号)

他方 、社 会主義 フェ ミニ ス トとして参 戦 した山川菊

枝 は 、両者 の主 張を認 めつつ も自論 を展 開 した。 彼女

は、経 済の改 変 な く して婦人 問題 の根本的 解決 はあ り

えない と主張 し、母性 論 とは異 な る論 調 を示 した。

近代 日本 に おい て 女 性 の経 済 的 自立 は現 実 的 で は

あ りえず 、社会 主義 女性論 の普 及は戦 後 に持 ち越 され

た ため、 当時 は らい て うの母性 尊重思 想が 受 け入れ ら

れた。論 争 後、らいて うは市川房 江 らと1920(大 正9)

年 「新 婦人 協会 」 を発 足 させ 、治 安警 察法第5条 修正

運動 に着 手す るが 、翌 年 、病 気 を理 由 に協会 を離れ る。

そ の後 も彼 女 は、終 生、女性 や子 どものた めの活動 を

続 けるが 、その軌跡 につい ては優れ た他 書 に委 ねた い。

晶子 の作家 ・歌人 と しての業績 は周 知の通 りであ るが 、

論 争直後(1921年)に は、男女 共学校 で あ る 「文化学
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院 」の創 立 に も尽力 し、評 論家 として も活躍 した。昭

和期 に は戦 争容 認傾 向 を示 し、以 前 の反 戦家 と しての

姿 との乖離 が批 判 され て もい る。菊 枝 は1921(大 正10)

年 に、日本 初 の社会 主義 女性団 体 「赤 瀾会 」を創 設 し、

戦後 は、労働 省婦 人少 年局 初代局長 を務 めた。

母性 保護論 争 への参 戦 はなか ったが 、母性 主義者 と

して独 自の論 を展 開 した フェ ミニ ス トに高群逸 枝 がい

る。 「母 性主 義」とい う用 語 は、母 性愛 ・母 性本 能等 の

同義語 として用 い られ るこ とが多 く、育児 天職 論 と結

びっ いて女性 を 「産 む性 」 「育児 を担 う性 」と固定化 す

る概念 としてみ られ が ちで ある。 よって 、最近 の フェ

ミニ ス トか らは性別役 割 分業論 と して否定 的 に評 価 さ

れ る傾 向が ある。特 に戦 時下 におい て女性 が 「軍 国 の

母 」 と称 え られ 「生 め よ殖 やせ よ」 の 「人的 資源 」確

保 に動員 され た ことか ら、 「母性 」はナ シ ョナ リズム に

女性 を吸 引す るキー ワー ドとな り、 また天皇 制 と結び

つ いて 「家 族国 家」論 の支 柱 にもな ったた めに 、女性

史 の 分野 に お い て も批 判 の対 象 に な っ て い る(米

田,2002)。 らいて うが 、女性 解放 の 先達 であ りな が ら

「国体」イ デオ ロギー に与 した 、優 性 主義的 な人 口政

策 の容認者 と して批判 され るの もその ためで あ ろ う。

高 群の母性 主義 は、 い わば 「本能 と しての母 性」 絶

対主 義であ り、 アナ キス ト化 す る高群 に とっ て国家 は

母 性 の 自然 を阻 む 「強権 」 「人為」の最 た るもの と され

た。彼 女は優 性思 想 を認 めず 、そ の点 は らい て うと一

線 を画 して いた(後 に らい て うが 高群 に共 鳴 し、活動

を共 に した一 時期 があ った)。 「新 女権 主義」 と呼 ばれ

る高群 のフ ェ ミニズム とは 、無差別 に子 を愛 す る 「本

能 と しての母 性」が尊重 され る社 会へ の希 求で あ った。

十五年 戦争4が 始ま る と無産婦 人団体 は 「帝 国 主義戦

争 反対 」を掲 げ 、婦 選獲 得 同盟 な どの 「女権 主 義」 フ

ェ ミニス トは 「母性 の 立場」 か ら反 対の声 を あげた。

市川房 江 は、戦争 の早 期解決 のた めに は女 性 が 「人

類 の母 」で あ るこ とを 自覚 し、 日中両国 の女 性 が 「手

を握 って、親 密 に助 け合 う道 を見つ け るこ とが 急務 で

しょ う」 と述 べ てい る(「 平 和 と婦 人」 「婦 女 新聞」

1932年2月7日 付)。 こ うした女権 主義 フェ ミニ ス トに

対 して高群 は 、 「母性 」 神話 に寄 りかか った安 易な平

和 運動 であ る と批判 してい る。 ところが 、この 高群 が

一 変す る
。彼 女 は1942年H月 よ り大 日本婦 人会5の機 関

誌 「日本婦 人 」 にお いて 歴史随筆 の連 載 を始 め るが 、

愛 国主義 の観 点か ら 「軍 事 と女性 」 「神国護 持 」等 の

テ ーマ で 日本婦 人 の あるべき姿 を説 き始 めた。

この高 群の豹 変 につい て加納(2000)は 、新女性 主

義 の中心 をなす 自然 思想 と、 日中全面 戦争 開戦後 の母

性的 天皇制 の肥 大化 に、 その原 因を求 め る。 善悪 是非

で選別 す る こ とな く存在す るすべ て を肯定す る 自然思

想 は残 酷劇 を も肯定す る。す なわ ち、戦 争肯 定 にもつ

なが る とい うのだ。 また十 五年戦争 下 の ウル トラナ シ

ョナ リズ ムの 中で母性 化 を強めた近 代天 皇制 に よって 、

天 皇 は 「大 元帥陛 下」のみ な らず 「慈 母」と して も人 々

に価値 づ け られ る よ うにな った。1937(昭 和12)年 、

文 部省 は 『国 体 の本義』 の 中で、 日本 が天 皇 を祖 と し

て 自然 に生 まれ た家族 国家で あ り、天 皇 は 自ず か ら徳

を備 え、国民 は また 自ず か ら天 皇に従 う と明記 した。

こ こで は天皇 と国 民の 関係 は支配/被 支配 では な く、

親 子関係 にな ぞ らえてい る。 しか もそ の親 子関係 は 、

父子 で はな く母 子 関係で あ る。 父は 「認 知 」 とい う制

度 を経な い限 りわ が子 をわが子 とな しえな いが 、 この

親子 関係 は 「自然」 でな ければ な らな いか らだ。 こ う

した母性 的天皇 制 を 日本 の伝 統 とみ る国体思 想 は、ま

さに高群 の新女性 主義 に重 な る。 「欧米一 男 性一制 度

/日 本一 女 性一 自然 」 とい う二項 対立観念 に基づ いて

いた新 女性 主義 は、 いまや天 皇制 と癒着 し侵 略正 当化

の論理 に さえな った。 当時 の高群 は、既 に学 者 と して

高い評価 を受 けてお り 「高群逸 枝著 作後援 会 」 も結 成

され ていた。 会 には 当時の女性 リー ダー た ちがほ ぼ網

羅 され てい たが 、それ は彼女 た ちが戦争協 力の思想 的

裏づ けを高群 に 求め たため であっ た(西 川,1982)。

1941(昭 和16)年 、 日本 が米英 に宣戦 を布告 す る と

母 性 の国家化 は一 層強 化 され る。以下 に、同年1月 、閣

議 決定 され た 「人 口政 策確 立要 綱」 の一部 を示 す。

第四 人ロ増加の方策 人ロの増加は永遠の発展

を確保する為出生の増加を基調とするものとし併

せて死亡の減少を図るものとす
一、 出生増加の方策 出生の増加は今後の十年

間に婚姻年齢を現在に比し概ね三年早むると共に
一夫婦の出生数平均五児に達することを目標とし

て計画す

(「人口政策確立要綱」1941年1月22日 閣議決定)

これ を受 け10月 、厚 生省 は人 口増加 のた め に、男子

は25歳 、女子 は21歳 ま での結婚 奨励 を地方長 官宛 に指
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示す る。 過去 の統 計か ら計算 して、 この年 齢で 結婚す

れ ば1夫 婦5人 の子 どもを持 て る とい う。そ して 、女性

が担 って い る国家的 使命 を認識 させ て健全 な母性 を育

成す るた めに 、保育 ・保健 の知識 や技 術 につい ての教

育 が徹底 され た。翌年7月 には 「妊産 婦手帳 規程 」を交

付 して妊婦 に定 期的 な検診 を義務 づ け、食料 な どの優

先的配 給 な どを定 めるが 、 これ は妊 娠 ・出産 ・育 児が

持っ 国家的役 割 を 自覚 させ る ことが 目的で あ り、 女性

は 「産 む性 」 と して の存在 を強要 され たの であ る。

こ うした 国家方 針 に当時 の女性 リー ダーが 同調 した

ことは既 述 した が、戦争 末期 には 、男女 平等理 念 の も

と女性 の社会 参加 を 目指 していた市川 房江 で さえ 、性

別役 割分 業 を肯定 し母性 主義 を高唱す るよ うにな った。

婦 人が産 む もの であ るこ とは 、 これ は生物 学 的な 、

また生理 学 的な現 象で あ ります 。よ し産 む こ とは い

やだ とい って も、どうす る こ とも でき ません 。男女

の 区別 は、この厳 然た る事実 か ら くる もので あ りま

す 。この生理 的 な相 違 は自然 に男女 分業 とな り、両

者 の間 に社 会 的 な心 理的 な差 異 を生 ぜ しめ て い る

の で、男 女の 間に絶 対の 平等 とい うこ とはあ りえま

せん 。す なわ ち婦 人は子 供 を産 む と同時 に当然 これ

を哺 育 しな けれ ばな りませ ん。したが って 戸外 での

労働 は制限 され 、家 の うちに あ って子 供達 や家族 の

衣食住 や病 弱者 の看護 をす る ことにな ります(略)

か くて産み 、育 て ることは 、母親 一 人の 、な い しは

その家 庭の私 事 では な く、国 家民族 の公 事 と して 、

取 り上 げ られ る ことにな りま した こ とは、産 む もの

の立場 と して肩 身広 く、嬉 しいか ぎ りであ ります 。

国家の この要 望 に対 して、婦 人は 、今 こそ 民族の母

として の 自覚 を しっか り持 ち、量 、質 と も優 良 なる

日本民族 を産 み 、育成 す るよ う努 力 しよ うでは あ り

ませ ん か。

(「戦 時婦 人読本 」昭 和書房1943年)

かつて母 性保 護論 争で 、平塚 らいて うは女 性解 放 の

観点 か ら母 性 の国家 的意義 を唱 えたが(上 記 の市川 の

言葉 に ある よ うに)、 い まや それ は女性 の戦 争協 力の

論理 その もの とな ったので あ った(加 納,2000)。

(3)現 代

戦後 はポ ツ ダム宣言 受諾後2,3年 で 日本の 民主化 、

男女 平 等原 則 が 法 制化 され 、 日本 女 性 は よ うや く国

民 ・人 間に位 置づ け られ るこ ととなった。 新憲 法 に基

ついて 民法 第四編親 族 、第五編 相続 が全 面改正 され る

ことに な り、その 間緊急措 置 と して10条 の 法律が1947

(昭和22)年 憲 法 と共 に施行 され 、明 治31年 以 来女

性 を束縛 し 自立 させ な かった家族 制度 を廃 止 させ た。

敗 戦後 の生 活苦 に物資 不足が 重な り、特 に女性 の間

で産 児制 限が 強 く望 まれ るよ うにな ってい た。国民 優

性法 が廃 止 され産児 制限厳禁 は解 かれた が 、一般 には

避妊 方法 は まだ浸透 して いなか った。

1948(昭 和23)年 公布 の優 生保護 法へ の異議 が認 め

られ翌 年 改正 され る と、避妊 の実地 指導 が導入 され 、

中絶 の適 応 に経済 的理 由が加 わ った。そ の後 は、避妊

が普及 す る一方 で、人 工妊娠 中絶件 数の増 加 が進 み 、

出生率 の低 下が問題 視 され るよ うになっ てい る。 子 ど

もの人数 と出生間 隔 に女性 の意 志 を反 映 させ るこ とが

でき るよ うにな った頃 か ら、す なわ ち1952(昭 和27)

年以 降 、子 どもの 生み方一 その数 と出生間 隔一 を計画

的 に行 うとい う意味 で、受 胎調節 は 「家族 計画」 と呼

ばれ る よ うになった。

ところで戦 中、国家 化 し侵 略正 当化 の論理 とな った

「母性 」 をめ ぐる言説 は、戦 後 どの よ うに変化 した の

だ ろ うか。「お国 のため に死ぬ 」子 どもを、よ り多 く産

み育 てた 「母性 」は 、戦 後 は 「平和 の シン ボル 」 と し

て さ らに輝 か しい光芒 を放つ もの とな った。1955(昭

和30)年 開催 の第1回 日本母 親大 会は 、 「涙 の母 親 大

会 」といわれ 、全 国か ら参加 した2000人 の 女性 たちは 、

被 害者 と して 「悲 しみ の母」 として涙 を流 した。 さ ら

に翌年 の第2回 大会 か らは、 「命 を生み出す 母親 は、命

を育て 、命 を守 るこ とを誓い ます 」 をス ローガ ンに掲

げ、 「母性=平 和」をア ピール し続 ける こ ととなる。加

納(2000)は 、 こ うした動 き を 「戦 中、母性 を掲 げて

戦 争協力 を呼 びか けた女性 リー ダー たちに 責任の 自覚

が な く、戦後 もそ のまま リーダー で あ りつづ けた 当然

の結 果で あ る」 と指摘 す る。 それ は、 平塚 らいて うが

母親 大会 にお いて果 た した指 導的 役割や 、高 群逸枝 の

女性 史研 究家 として の活躍 な どを含意 して の批判 であ

ろ う。 彼 女た ちは、戦 前の 「国家 」 を 「世 界 」に衣替

えす る こ とに よって 、母性 を平和 の シンボル として再

生 させ た のだ とい う。そ して加 納 は、「戦 中の 国家的母

性 こそ母性 の本 質で ある」 とい う見方 を示 す。 そ もそ

も母性 とは、近代 の国 民国家成 立 とともに 「発 見」 さ

れた もので あ り、 「国民 」再生産 の ために もて はや され
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た もの であ った とい う見 方で ある

発達心理 学領 域で 、母性 研究 に取 り組ん で きた大 日

向(1992)は 、 日本社 会 が家族 を政策 的な ター ゲ ッ ト

と しなが ら、 具体的 には母性 を強 調 した時代 を5っ あ

げ た。そ の うち3つ は明治 ～敗戦 まで にみ られ る,第

1が1898年 の民法施 行か ら後 の10数 年間 、第2が1920

年代 前後 の大正 期半 ば頃 、そ して第3が1937年 の 日支

事変 の勃発 お よび1941年 の第2次 大戦突入 に始ま る戦

時下 の時代 で ある。 第1と 第3に つい ては既述 したの

で第2期 の 特徴 を述 べ る。 この時代 は第1期 の流 れか

ら母親 の愛情 が聖化 され 、子 の発 達 と教育 の鍵 は母 の

愛 と献身 に一 任 され る とい う精神 主 義が 強調 され た 。

「母性愛 」 「母 性 訓」等 の母性 を強調す る育児 雑誌 も登

場 し始 めた。 当時 は、資 本主義 の発展 に伴 い都市 に核

家族 が出 現 した時期 で あ り、母親 を育児 に専 心 させ る

目的で こ うした母性愛 賛 歌が促 された のだ とい う。

第4は 、戦後1950年 代 半ば～1960年 代 にか けての

高度 経済成 長 時代で あ る。 経済成 長 を至上 目的 とす る

政策 下で性 別役 割分業 が推進 され た時代 であ った。 日

本 に紹介 され たばか りの 「母性的 養育 の喪失matemal

deprivation」(Bowlby,1951)は 、母性 強調 の時代 精神 に

合致 し本来 の意 義を離 れ政策 に利 用 され た。 そ して第

5は1973年 以降 の低成 長時 代で ある。この時 は 「日本

型 福祉 社会 」構想 が打 ち出 されて 、幼 児 の保 育 と老人

介 護 関連の福祉 予 算の切 捨 てが主眼 とされ た。 っま り

そ れ らは家族機 能 として家庭 内の女性 に担 われ る こと

が期待 され たの であ る。 世界 的に は国際婦 人年 の潮流

が女性 の新 しい生 き方 を促 す一方 で 、わが 国 は福祉 予

算 削減 の下 、母 性強調 の 地歩 を固め よ うと しつつ あ り、

矛盾 す る2つ の路線 を数年 間共存 させ たの だ とい う。

以上 、歴 史のな かで女性 た ちが ど う位 置づ け られ て

きた か、「家 」 と 「母性 」 とい う観 点か ら概観 した。結

局 女性 たち は常 に 「産む性 」 と して のみ存在 価値 を認

め られ ていた ので あっ た。 で は、そ こか ら外 れた女 性

た ち は、 どの よ うに位 置 づけ られ たの であ ろ うか。

3.民 俗 にみ る 「子 を産 めな い女 性」 の悲惨

これ までみ て きたよ うに、いっ の時代 に も、女性 に

は 「結婚 して子 どもを産 まな けれ ばな らない 」 とい う

規 範 があ っ た。 「家J制 度 の 下で は 家 の永続 の た め、

「国民国家 」の下で は国民 再生産 のた め、女性 たち は、

家や 国家 の要求 に応 え るこ とを期待 され た。

現代 の よ うに多様 な生 き方の選択 肢 が女性 の人 生に

用意 され てい なか った時代 、 自らの意志 で規範 か ら外

れ た道 を志 向す る女性 は ほ とん ど皆 無で あ った と推 察

され る。 だ がそれ で も、規範 の逸脱者 に な らざ るを得

ない女性 た ちは いた だろ う。 では、 具体的 に どの よ う

な女性 が逸脱 者 とな るので あろ うか。 青柳(1986)の

『日本 産育習 俗資 料集成 』 を基 に した論考 で は、結婚

できな い女 と不妊 の女性 、 また子産み を果 た した女性

で あっ て も、女 児や 多胎児 のみ の出産や 乳 不足 の産 婦 、

お よび未 婚の母 が 、逸脱者 と して列挙 され てい る。 そ

の 中か ら本稿 では 、子産 みが叶 わな い とい う経験 に焦

点化 し、結 婚 でき ない女性 と不妊 の女性 を と りあげ る。

結 婚す る こ とが 当然 と考 え られ てい た社会 で は、 自

ら結婚 しない とい う意 志 を持 つ女性 は 、ほ とん どいな

か ったに相違 な い。長 野県諏訪 地方 で は、女 は生家 で

19の 厄 を迎 え る もの では ない とされ 、一 種 のか らかい

言葉 として 「19島 田は村 の魔 除 け」 と言わ れた。女性

が結婚 しな い場合 、家筋 や生年(丙 午)な どの既 成事

実 を除 くと、身体 上の欠 陥が疑 われ る。身 体的欠 陥 と

して は、無毛 ・無 月経 ・性 器 の奇形等 が憶 測 され 、そ

の よ うな女性 は 「カ ワラケ ・カ ラオ ンナ ・キオ ンナ ・

イ シオ ンナ」 な ど と呼 ばれ 嫌 われ た。 同様 の名称 は不

妊女 性 に も適用 され たが 、その よ うな女 性 は、夫 に危

害 を及ぼす 存在 とみ な され た。 た とえば、 夫の身 体を

衰弱 させ(愛 知)、 命 を危 うくす る(山 口)な どと言わ

れ 、嫁の 貰い手 が なかっ た とい う。結婚 で きない 女は

一人 前 と扱 われ ず
、 婚礼 の席 へ の出席 も遠 慮 し(福 井

県坂 井郡)、 死後 も極楽 の 門 さえ のぞ くこ とがで きず

(川崎 市)、独 身 女性 の しる しと して墓地 の土 まん じゅ

うの上 に石 を 吊る され た(群 馬県吾 妻郡)。彼 女た ちは

死後 まで も人並 み に扱 われ なか ったの であ る。

結婚 した女性 は子 どもを産 む義務 が ある。 不妊女性

は 「石 女eウ マ ズ メ」 と言 われ 、女性 と して の役割 を

果たせ ない 甲斐性 な しの人間 であ り、人 々か ら非難 さ

れ る存在 で あっ た。習俗 史 を紐解 けば 、不 妊女性 をめ

ぐる悲惨 な言説 は枚 挙 にい とまが ない。 その 不幸の原

因 と しては 、以 下の よ うな ものが ある。先 祖 が数 々の

殺 生 を した(群 馬 県吾妻 郡 ・北 九州市)、前 世の悪 行(福

井)、 母 親が 多産 であ る と娘が 石女 にな る(福 岡)。 ま

た、不妊 が一 方的 に女性 の責任 とされ る中で 、山 口県
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熊 毛郡 には 「夫 が 山の鳥 を捕 獲 した ため であ る」とい う

間接 的な が ら夫 もそ の責 を分担す る稀 有 な例が あった。

不妊 女性 との夫婦 関係 の継 続 は、男性 に とって も家

に とって も不都 合で あ るため、早晩 離縁 話 が持 ち上が

る。加 え て、 こ う した女性 は、家 のみ な らず 村全 体に

とっ て も不 幸の源 で あ り、好 ま しくな い糠 れ た存在 で

あ るとみな され た,た とえば岐阜県養 老 郡 は、 キオ ン

ナ の身体 的特 性 を 「キオ ンナ は心臓 に故 障が あ り、猫

背 で眉が 非常 に薄 いか 、また は無い者 が 多 く、血色 が

きわめて 悪 く、青 白い顔 色、皮膚 色 を してい る、 キオ

ンナ に は鼻血 が出 る者が あ る」 と伝 え、 同県土岐 郡 で

は 、その よ うな女性 が 当地 に住 んで い るだ けで 、礒れ

のた めに神 社 の木が 毎年1本 ずつ 枯れ てい くと言 われ

た。鳥 取県 で は、不妊 女性 が村 にい る と村 が絶 え ると

して 、村 上 にお かず村 下 に追 い出 した とい うし、 島根

県で は、無 月経 で子 を産 まない女 がい る と村 が枯れ る

と言 って、組 中か ら忌 まれ離婚 を迫 られ たそ うであ る。

特 に不 妊女性 が嫌 悪 され るのは 、他 人 の出産 の妨害

とな るか らであ った。 ウマズ メが産室 にい る と難 産 に

なる とい うのは、 不妊女性 の呪力 が健 全 な女性 の正常

な行 為に悪 影響 を及 ぼす か らで あ ろ う(青 柳,1986)。

ただ し、 こ うした呪力 が プ ラス の方向 に用 い られ る場

合 もあ る。 群馬 県吾妻 郡 では、育 ちの悪 い子 に は3人

の石女 か ら彼 女 た ちが着た着 物の端 切れ を貰 い、 それ

で三所集 めを作 って着 せ る とよく育つ と言 われた。

女 の務 め を果 たす こ とが できな い不妊 は、 それ だけ

で罪で あ る。 そ の理 由を奈 良郡添上 郡 では、 次の よ う

に説 明す る。 す なわ ち、 元 来女 に は 目に見 え ない12

本 の角 があ る。 そ の角 は子 どもを産 む ご とに1本 ずつ

落 ちて い くので あって 、12人 産 んで12本 の角 がな く

なって しま えば善 人 となる。しか し ウマ ズ(ウ マズ メ)

は、12本 の角 がす べて残 って いるの で極楽 に は行 け な

い ので ある。 その他 、不妊 女性 が死後 地獄へ 堕 ちな け

れ ばな らない理 由 と して 、 この世 で楽 を した報い だ と

す る説 もあっ た(長 野 県南 北安曇郡)。

妊娠 に対 す る正 確 な知識 のない 時代 、子 どもに恵 ま

れな い女性 は神仏 にす が って必死 に妊娠 を望 んだ こ と

だ ろ う。 各地 に点 在す る子安神社 ・子安観 音 ・子授 け

観 音 ・塩 釜様 な どは、そ の名残 を今 に伝 え るものだが 、

生殖 医療 の発 達 した今 日で も、そ の ご利 益 を求 め る

人 々は後 を絶 た ない。

女性 を恒 常的 に薇れ た存在 で あ るとみ なす 考えは 、

世 界各 地で広 く見 出 され る。 そ の磁 れの 源 泉をなす も

のは、 出産や 月経 の際 の女性 の出血 であ る。奈 良時代

の末頃 には 、 日本 で もそ うした考 えが見 られ るが、 当

初 は神 事 に携 わ る女性 が 一定 の忌み期 間 を経れ ばよ く、

稼れ の対 象 も期 間 も限定 的で あった。 と ころが 、室 町

時代 頃 『血 盆経』 とい う偽経 の一種 が中国 か らもた ら

され る と、状 況 は一変 した。『血盆 経』に は、女性 は出

産や月 経 の血で地 神 を汚 した り、その衣 類 を洗った 川

の水 で茶 を入 れ て神 に供養す るた め、 「血の 池地獄 」に

堕 ちるのだ と説か れて いた。 以後 、布教 を通 して女性

を臓 れ の対象 とみ なす思 想が 人々 の間に 普及 してい く。

女性 の身 体 か ら流れ る血 は異 常な もので あ り、それ ゆ

え危 険 な ものであ る。 したが って女性 を この期間正 常

の社 会生 活か ら遠 ざけ 、隔離 しな けれ ば な らな い。 薇

れ はそれ 自体一 つ の力で あ り、周囲 を汚染 し、他 を危

険 に巻 き込む か らで あ る。

青柳(1986)は 、 こ う した 女性 に対す る不当な扱 い

を前提 と しなが らも、規 範に則 った一生 を送 りえた 女

性 を 「並み の女性 」 と位 置づ け 、彼 女た ち は 「まだ よ

い」 と述 べ る。なぜ な ら、男性 か らみれ ば異 常な存在

で あっ た と して も、数字 上は この場 合正 常 と異 常は ほ

ぼ 同数 であ る。 た とえ異 常で あって も同輩 が多数 存在

す るな ら、異 常の 中では別 に異 常性 を感 じる必要 はな

い。他 方 、規範 か ら逸 脱 した女性 は 「異常 の 中の さら

に異 常な 女性」と位置 づ け られ 、 「ひ たす らあわれ」と

みな され る。マ イナ スの二乗 は プ ラスにな るが、異 常

の 中の異 常は正 常に な るわ けで はない。 む しろ異常 の

中の さ らなる異 常 と して、 いっそ う稼れ た存在 に なる

のだ とい う。 青柳 に よれ ば 、なか で も不 妊女性 に付与

され た臓 れ は最 も強 く、家 のみ な らず村 全体 か ら否定

され る存 在 であ った彼女 た ちに とって 、 この世 には五

尺 の身 を置 く場所す らなか った とい うこ とで ある。

4.お わ りに

民俗 の なか での不 妊女性 の扱 いは想 像以 上に苛酷 で

悲惨 であ った。 それ は同時 に、女 性が 「結婚 して子 を

産む 」 とい う社 会規範 の強 さを裏 付 ける。今 日一般 的

には 、結婚 や出 産に 関す る ことは個人 の価値観 の問題

で あっ て、 国や社 会 に よ って千 渉 され る こ とはない 。

「家」 は もち ろん、村や 社会 か らも忌み嫌 われ た時代
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に比べ る と、人権 が保 障 され 生 き方 が選べ るよ うにな

った今 日は 、不妊 の女性 に とって 「よい時 代」 に なっ

た と考 え るのが相 当だ ろ う。 だが苦悩 の渦 中 にい る人

に とって、過去 の時 代 との比較 は必ず しも意 味 を もた

ない。歴 史 を紐 解 き先人 の苦労 を知れ ば、現 在 の状況

を謙 虚 に受 け止 め る知 恵 が得 られ るか も しれ な い。 し

か し、 「今 」苦 しんで い る人 は 「今」を生 きるの に精一

杯 で、 「昔」をふ り返 る余裕 がな い。 と りわけ、不 妊治

療 中の人 は、未 来だ け を見てい るので あ り、子 を得 よ

うと必死 にな ってい るの であ る。

冒頭 で も述 べ た よ うに 、不妊女性 の多 くが 「子 ども

を もつべ き」 とい う規範 を内面化 させ ていた が、 これ

は彼女 た ちに限 らず 日本 人全般 に い えるこ とであ る。

国立社 会保障 ・人 口問題研 究 所の 出生動 向調 査(2005

年 実施)で は 、「生涯 独 身Jに 関す る意 見 が多様 で ある

のに比 べ 「結婚 した ら子 を もつべ き」 との考 えに は7

割 強 が賛成 す る。 生殖 技術 の 開発 ・応 用 には批判 も多

いが 、この規範 が存続 す る限 りニー ズ も存続 しうるの

であ り、正 当化 の根拠 に もな ろ う。不 妊治療 とい うも

のは、そ の規範 を現実 化す るた めの行動 だか らで あ る。

本 稿 でみ て きた よ うに、 この規 範 は長 い歴 史 のなか

で脈 々 と受 け継 がれ て きた もので あ った。翻 って 、わ

が 国の女性 が 「人」 と して位 置づ け られ るよ うにな っ

た のは、ほん の60年 前 か らであ る。不妊 が問題 化 され

るのは、 当該 社 会に よっ てで ある。 人 々の内 に深 く根

づい た規範 が変 わ るとすれ ば、それ は社 会が 変わ った

ときだ ろ う。 柘植(1999)が 強調す るよ うに 、子 ども

がい て もい な くて も良 い社会 、養 子縁組 里親や 養育 里

親 が 特別視 され ない社会 を、まず 目指す べき であ る。

その ために は、世 代、性 、地位 や 立場 を超 えて、異 な

る価値 観を もつ人 々が 、対 立す るので はな く認 め合 う

ことが大切 であ る。微 力 な が ら筆者 も、相 互理 解 の一

助 とな るよ うな研 究 を継 続 してい きたい と考 えて いる。
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注

1不 妊 は生 殖年 齢 の男女 が避妊 せず に性 交渉 を行 って

も妊娠 しない状 態。日本産科 婦人科 学会 は これ が2年 間

続 き当事者 に苦 痛 を与 える場 合 を 「不妊症 」 と定義 し

加 療対 象 とす る。 不妊 治療 には タイ ミン グ法 ～人 工授

精 ・体 外受精 等 の生殖 補助技術 まで多様 な療法 が ある。

2仏 像 の 目を入 れ る こ とを 「入眼(じ ゅがん)」 とい う

が、 ここでは 「女性 が 日本 の歴 史 を動 かす 」 の意。

3ス ウェーデ ンの 思想家
。著書 に 「恋愛 と結婚 」 「児 童

の世紀 」が あ る。 恋愛 の 自由説 を説 い た。

41931年 の満 州事 変 ～ 日中戦争 を経 て1945年 のポ ツダ

ム宣言受 託 ・無条件 降伏 に至 る約15年 間 の戦争 の総称 。

520歳 以 上の 「日本 臣民た る女性」を強制加 入せ しめ
、

会員数2000万 人 を誇 る戦争協 力団体 だ った。

(博士後期課 程)
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